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建 築 物 環 境 計 画 書 の 対 象 拡 大 等 に つ い て 

１．建築物環境計画書（取組評価書）の対象拡大 
 

○：義務対象  △：任意対象  ―：対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提出義務】           ①      ② 
    
① 環境配慮措置４分野全て ② 「エネルギーの使用の合理化」分野のみ 
 
・2,000～5,000 ㎡は「エネルギーの使用の合理化」以外の分野、 

2,000 ㎡未満は「エネルギーの使用の合理化」分野に関し、任意で提出可能 

 

２．「再生可能エネルギーを利用するための設備の導入検討」の対象拡大 
 
（1） 再生可能エネルギーを利用するための設備の導入検討 

 
建築物及びその敷地に設置し、主として当該建築物の運用のため、 

再生可能エネルギーを変換、又は直接利用する設備の導入に関する 

検討を行う。 
 
    対象設備： 太陽光発電、太陽熱、地中熱、バイオマス、その他 

    検討項目： 設置可能場所及び面積、荷重条件、導入有無、 

導入容量（導入を予定する場合） 

                 導入を見送る場合の理由 等 

 

建築物環境計画書の対象拡大に合わせて、再生可能エネルギー利用設備の 

導入検討の義務対象も拡大 

  

（2） 義務対象 

      【現行】           【再構築後】 

建物延床面積 5,000 ㎡超 → 建物延床面積 2,000㎡以上 

３．再生可能エネルギーを含む電力の利用検討義務の導入 
 
（1）導入理由 
 
  ○ 都内の新築建築物は、高層の建物や狭小地へ建築される建物が多い。 

・ 太陽光発電設備等を設置しても、発電した電力だけでは建物の消

費電力を賄うことが不可能 

・ 太陽光発電設備等の設置が困難 

            
 
    再生可能エネルギーが多く含まれる電力を調達（オフサイト）し、そ

の電力を当該建物で使用する場合には、建築物環境計画書で評価する

仕組みを新たに導入 

 

（参考）エネルギー環境計画書制度 
 

都内に電気を供給している小売 

電気事業者は、供給電力の再生 

可能エネルギー利用率や CO2 

排出係数等を都へ毎年度報告し、 

都はその結果を公表 
 
     対象事業者：160 事業者 

           （2016 年度実績） 

 
 

 新築建築物において、上記制度で公表された環境性の高い電気を選択

することを促すとともに、建築物環境計画書の中で評価を行う。 

 

（2）検討義務の対象建物 
 

○ 義務対象： 延床面積 2,000㎡以上の建物 
 

・ 「再生可能エネルギーを利用するための設備の導入検討」と 

合わせて検討を実施（義務対象は同じ） 
      
    ・ 記載項目に関しては今後検討する 

出典：「ご存知ですか？ 私たちが使う電気の環境性」 

   リーフレット（2016 年度版）より抜粋 

現行 再構築後 現行 再構築後 現行 再構築後

断熱性 ○ ○ △ ○ ─ △
省エネ性 ○ ○ △ ○ ─ △
再エネ導入 ○ ○ △ ○ ─ △

○ ○ △ △ ─ ─
○ ○ △ △ ─ ─
○ ○ △ △ ─ ─

5,000超 2,000～5,000 2,000未満
延床面積[㎡]
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ヒートアイランド現象の緩和


